
令和７年奈半利町訓令第 31号 

 

奈半利町結婚新生活支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、低所得者を対象として婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、地域にお

ける少子化対策の強化に資することを目的とした奈半利町結婚新生活支援事業補助金（以

下「補助金」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 事業実施期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの期間をいう。 

（２） 新婚世帯 令和７年１月１日から令和８年３月１０日までに婚姻届を提出し、受理

された夫婦（再婚の場合を含む。以下同じ。）のいる世帯をいう。 

（３） 家賃 建物賃貸借契約に定められた賃借料（共益費を含む。）の月額をいう。 

（４） 住宅取得 住宅を建築し、又は建売住宅若しくは中古住宅を購入（契約書を交わさ

ない売買、贈与又は相続によるものを除く。）し、自己の名義で当該住宅の登記（共有

名義で住宅を登記する場合にあっては、２分の１以上の持分を有することとする。）を

することをいう。 

（５） 住宅賃借 賃貸住宅を所有又は転貸する者（新婚世帯における夫婦のいずれか一方

と２親等以内の親族である者を除く。以下「賃貸人」という。）との間で建物賃貸借契

約を締結して、自己の居住の用に供することをいう。 

（６） 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する手当等の月額を

いう。 

（７） 親世帯 申請世帯の親の世帯をいう。 

（８） 同 居 申請世帯と親世帯が同一の住宅に住所を有し、居住することをいう。 

（９） 近 居 申請世帯と親世帯が奈半利町内に居住していることをいう。 

 

（補助対象世帯） 

第３条 補助の対象となる世帯は、新婚世帯であって、次に掲げる全ての要件に該当する世

帯とする。 

（１） 次条により算出した世帯の所得が５００万円未満であること。 

（２） 夫婦ともに婚姻日における年齢が３９歳以下であること。 

（３） 夫婦ともに取得、又は賃借した奈半利町内の住宅に現に居住し、その居住先が住民

基本台帳に住所として記録されていること。 

（４） 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 

（５） 夫婦のいずれもが県税及び町税等を滞納していないこと。 

（６） 第２号の規定による賃貸住宅に係る家賃を滞納していないこと。 

（７） 夫婦のいずれもが奈半利町暴力団排除条例（平成２２年奈半利町条例第１６号）第

２条第２号に規定する暴力団員等でないこと。 

（８） 過去にこの要綱に基づく補助を受けた者がいないこと。 



２ 前項に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、第６条第

２項に定められた補助上限額（以下「上限額」という。）に交付を受けた補助金が達しなか

った世帯。 

（世帯の所得の算出方法） 

第４条 前条第１号に定める世帯の所得の算出方法は、所得証明書をもとに、第８条に定め

る交付申請のあった日（以下「申請日」という。）の属する年の前年又は前々年の夫婦の

所得を合算した金額とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げ

る計算方法により算出した金額とする。 

（１） 貸与型奨学金（公的団体又は民間団体より、学生の修学又は生活のために貸与され

た資金をいう。）の返済を現に行っている場合 所得証明書又は前号による計算方法を

もとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。ただし、申

請日から遡って１年以内の当該奨学金の返済額に限る。 

（補助要件及び補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費の区分、補助要件及び補助対象経費は、別表に定めるとおり

とする。この場合において、婚姻日より前に取得した住宅又は実施したリフォームにあっ

ては、婚姻日から起算して１年以内に婚姻を機として取得した住宅に係る住居費又は実施

した当該住宅のリフォーム費用を対象とする。ただし、令和７年４月１日から令和８年３

月１０日までに２回以上転入又は転居した場合は、当該期間内における最初の転入又は転

居に係る費用のみを対象とする。 

（補助金の額） 

第６条 町は、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の額は、前条の補

助対象経費の全額とする。ただし、夫婦ともに婚姻日における年齢が２９歳以下の世帯は

６０万円を上限とする。夫婦ともに婚姻日における年齢が２９歳以下の世帯に該当しない

世帯は３０万円を上限とする。 

２ 第３条第２項に定める世帯の補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、令和６年度の

上限額から同年度に該当夫婦に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。 

３ 第６条第１項の額を超える場合において、次に掲げる全ての要件に該当する世帯につい

て、追加で補助金を交付するものとし、補助金の追加額は夫婦ともに婚姻日における年齢

が２９歳以下の世帯は３０万円を上限とする。夫婦ともに婚姻日における年齢が２９歳以

下の世帯に該当しない世帯は１５万円を上限とする。 

（１）以下のいずれかに該当する世帯 

   ア 親世帯と同居する世帯 

    （夫婦の一方が婚姻前から親と同居しており、婚姻を機に配偶者が当該住宅に入居

する世帯を含む。） 

   イ 親世帯の居住地と近居となる世帯 

    （夫婦と親世帯の双方が、奈半利町内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本

台帳に住所として記録されていること。） 

４ 前３項の補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるもの

とし、補助金の額が１，０００円未満であるときは補助金を交付しないものとする。 

（支払対象期間） 

第７条 補助金の支払対象期間は令和７年４月１日から令和８年３月１０日とする。 



（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）及び令和６年度に引

き続き補助金の交付を受けようとする者は、奈半利町結婚新生活支援事業補助金交付申請

書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１） 夫婦の世帯全員の住民票の写し 

（２） 夫婦の記載のある戸籍謄本（戸籍全部事項証明書） 

（３） 夫婦の所得証明書 

（４） 夫婦の県税等納税証明書 

（５） 夫婦の町税等納税証明書 

（６） 夫婦が奨学金を返済している場合は、当該奨学金の返済額が分かる書類の写し 

（７） 第６条第３項の申請をする場合は、同居若しくは近居となる親世帯の世帯全員の住

民票の写し 

（８） 第６条第３項の申請をする場合は、申請者又はその配偶者と同居若しくは近居とな

る親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本 

２ 申請者は、前項に掲げるもののほか、別表の第１欄に掲げる経費の区分ごとに、同表の

第４欄に掲げる必要書類を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前２項に規定する添付書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部の提

出を省略させることができる。 

（補助金の交付決定等） 

第９条 町長は、前条に規定する申請書その他必要書類を受理した場合は、速やかにその内

容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、奈半利町結婚新生活支援事業補助金交付決

定（却下）通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１０条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、補助金の交付を受けようとするときは、奈半利町結婚新生活支援事業補助金請求書

（様式第４号）（以下「請求書」という。）を提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１１条 町長は、請求書を受理したときは、交付決定者に対し、補助金を交付するものと

する。 

（交付決定の取消し） 

第１２条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 補助金の交付の条件に違反したとき。 

（２） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、奈半利町結婚新生活

支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第５号）により交付決定者に通知するものとす

る。 

（補助金の返還） 

第１３条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分

に関し、既に補助金が交付されているときは、奈半利町結婚生活支援事業補助金全部（一



部）返還請求書（様式第６号）により、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずる

ものとする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年５月３１日限り、その効力を失う。 

（失効に伴う経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効の日以前に第８条の規定により交付申請を行

った者に対する補助金の交付決定その他の措置については、この要綱の失効後もなお従前

の例による。 



別表（第５条、第８条関係） 

経費の区分 補助要件 補助対象経費 必要書類 

１ 婚姻に伴う

新規の住宅取

得に係る経費 

(1) 夫婦の双方又はい

ずれか一方が当該住

宅の所有者の名義人

となっていること。 

(2) 建築基準法（昭和

２５年法律第２０１

号）及び同法関係法

令に適合した住宅で

あること。 

(3) 補助対象期間内に

住宅の引渡しを受け

た住宅であること。 

(4) 店舗等との併用住

宅の場合は、延床面

積の２分１以上が居

住の用に供されてい

ること。 

婚姻に伴い新たに住宅取得する際に要した費用。ただし、次に掲げる

費用については、補助対象としない。 

(1) 旧住宅の解体撤去に要する費用 

(2) 土地の購入費 

(3) 住宅又は土地の登記に要する費用 

(4) 国、県又は町の住宅改修に係る他の補助を受けた工事に要する費用 

(5) 賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用 

(6) 夫婦自らが設置工事を行う機器、設備等の購入費 

(7) 移動又は取り外し可能な機器若しくは製品（テレビ、冷蔵庫、オー

ブン等）の購入費 

(8) 併用住宅における住宅部分以外の工事費（内外部の住宅部との併用

部分は面積あん分で算出する。） 

(9) 夫婦の双方又はいずれか一方が工事業者である場合の労務費。ただ

し、材料費は補助対象とする。 

(10) 造園、門扉、堀又は外構の工事費 

(11) 下水道接続工事（接続に伴う設備改修工事を含む。）に要する費用 

(12) 合併処理浄化槽設備の工事費 

(13) 太陽光発電システムの工事費 

(14) 他の制度の補助等の対象として補助を受ける部分に係る費用 

(15) 上記に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた費用 

 

 

 

(1) 工事請負契約書の写し

又は売買契約書の写し 

(2) 建物に係る登記事項証

明書の写し又は建築基準

法に基づく検査済証の写

し 

(3) 位置図 

(4) 建物配置図及び建物平

面図 

(5) 工事内訳書の写し 

(6) 住宅の全景写真 

(7) 補助対象期間内の新規

住宅取得に係る費用であ

ることの確認できる領収

書又はその写し 

 



２ 婚姻に伴

う新規の住

宅賃借に係

る経費 

夫婦のいずれか一方

が住宅の賃貸借契約の

名義人となり、当該住

宅の家賃を支払ってい

ること。 

 

婚姻に伴い新たに住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼

金（保証金などこれに類する費用を含む。）、共益費及び仲介手数料を

対象とする。ただし、次に掲げる費用等については、補助対象としな

い。 

(1) 駐車場代（住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場

合）、地代、光熱費、設備購入費 

(2) 勤務先から住宅手当が支給されている場合の当該手当分 

(3) 上記に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた費用 

 

(1) 建物賃貸借契約書の写

し 

(2) 給与所得のある夫婦の

住宅手当支給証明書（様

式第７号） 

(3) 補助対象期間内の新規

の住宅賃借に係る費用で

あることを確認できる領

収書又はその写し 

 

３ 婚姻に伴

い行う引っ

越しに係る

経費 

 引越業者又は運送業者への支払その他の引っ越しに係る実費を対象と

する。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。 

(1) 不要となった家財道具の処分に係る手数料 

(2) 家財道具の運搬のために利用した車両、台車、はしご等に係るリー

ス費用 

(3) 引越業者でない者に家財道具の運搬作業を依頼して支払った費用 

(4) 上記に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた費用 

 

 

補助対象期間内の引っ越

しであることを確認できる

領収書又はその写し及びそ

の他の書類 

 

 

４ リフォー

ム工事に係

る経費 

補助対象期間内に工事

が完了していること 

住宅の機能や性能を維持向上させるために住宅の一部を修繕、補修、

模様替え、更新する際に要する費用を対象とする。ただし、次に掲げる

費用については、補助対象としない。 

(1)家電製品の購入 

テレビ、エアコン、ファンヒーター、ストーブ、冷蔵庫、冷凍庫、電子

レンジ、炊飯器、食器洗浄機、照明器具、洗濯機、その他これらの製品

(1) リフォーム工事に係る

契約書の写し 

(2) 補助対象期間内のリフ

ォーム工事であることを

確認できる領収書又はそ

の写し 



に類する物。 

(2)厨房製品 

ガスコンロ、換気扇、調理台、食器棚等、工事の伴わない設置のみの場

合 

(3)対象外工事 

車庫、物置、倉庫等の工事 

塀以外の植栽工事 

解体のみの工事 

電話、インターネット、テレビアンテナの設置工事 

(4)その他町長が対象外とする製品や工事 

 



様式第１号（第８条関係） 

年  月  日 

 

奈半利町長 様 

住所 

申請者 氏名              ㊞ 

電話番号 

 

奈半利町結婚新生活支援事業補助金交付申請書 

 

奈半利町結婚新生活支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、別紙及び必要書類を

添えて申請します。 

 

住宅取得 

契約締結年月日 年  月  日 

(A)契約金額 円 

住宅賃借 

契約締結年月日 年  月  日 

(B)家賃（共益費を含む。）              円 

(C)入居費用（敷金・礼金・仲介手数

料） 
       円 

(D)住宅手当              円 

(E)実質家賃負担額((B)+(C)-(D))              円 

引っ越し 

引っ越しを行った日 年  月  日 

(F)費用              円 

リフォーム

工事 

契約締結年月日        年  月  日 

(G)費用              円 

同居・近居加算の有無 有 ・ 無 

同居・近居の別 同居 ・ 近居 

近居・同居の場合における親世帯世帯主の氏名  

近居の場合における親世帯の住所 安芸郡奈半利町       番地 

計(A)+(E)+(F)+(G)  

夫婦共に２９歳以下※上限 60 万円（1,000 円未満切捨て） 

上記以外     ※上限 30 万円（1,000 円未満切捨て） 

             円 



同居・近居の場合 

計(A)+(E)+(F)+(G)  

夫婦共に２９歳以下※上限 90 万円（1,000 円未満切捨て） 

上記以外     ※上限 45 万円（1,000 円未満切捨て） 

             円 

前年度に引き続き補助金の交付を受ける額 

前年度上限額－前年交付済額 
円 

【同意書】 

本請求に当たり、町が対象者の住民登録、戸籍における婚姻日（本籍地が奈半利町の

場合に限る。）、町税等収納状況等について調査し、申請事項の確認のために必要な個

人情報を取得すること及び、収集した個人情報を県との間で共有することに同意しま

す。 

申請者氏名                ㊞ 

 

配偶者氏名                ㊞ 

 

 

【同意書】 

本請求に当たり、町が対象者の親世帯の住民登録について調査し、申請事項の確認のた

めに必要な個人情報を取得すること及び、収集した個人情報を県との間で共有することに

同意します。 

世帯主氏名                ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 申請者 配偶者 

（ フ リ ガ ナ ） 

氏 名 

 

 

 

 

生 年 月 日 年  月  日 年  月  日 

新 住 居 へ の 住 民 登 録 年 月 日 年  月  日 年  月  日 

婚 姻 届 提 出 日 年  月  日 

前 年 又 は 前 々 年 の 所 得 金 額   円   円 

※貸与型奨学金の年間返済額   円   円 

町  税  等  の 滞 納 の 有 無 あり ・ なし あり ・ なし 

公 的 制 度 に よ る 家 賃 等 補 助 受けている・ 受けていない 

家 賃 の 滞 納 あり ・ なし 

暴 力 団 員 等 の 該 当 あり ・ なし あり ・ なし 

※は該当する場合のみ記入 

（添付書類） 

１ 夫婦の世帯全員の住民票の写し（※） 

２ 夫婦の記載のある戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）(※) 

３ 夫婦の前年又は前々年の所得証明書。 

４ 夫婦の県税等納税証明書 

５ 夫婦の町税等納税証明書（※） 

６ 奨学金の返済額が分かる書類の写し（申請日から遡って１年以内のものに限る。） 

７ 工事請負、売買又は賃貸借に係る契約書の写し（住宅取得又は賃借の場合） 

８ 新規の住宅取得若しくは賃借又は引っ越しに係る領収書又はその写し 

９ 建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し（住宅取得の場合） 

10 位置図、建物配置図及び建物平面図（住宅取得の場合） 

11 工事内訳書の写し、住宅の全景写真（住宅取得の場合） 

12 住宅手当支給証明書（住宅賃借の場合） 

13 同居若しくは近居となる親世帯の世帯全員の住民票の写し（※） 

14 申請者又はその配偶者と同居若しくは近居となる親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本 

15 リフォーム工事に係る契約書の写し（リフォーム工事を行った場合） 

16 リフォーム工事に係る領収書又はその写し（リフォーム工事を行った場合） 

17 その他町長が必要と認める書類 

※１，２，５及び１３，１４については、同意書に署名押印があれば添付を省略することができます。 

 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

 

 

第    号 

年  月  日 

 

           様 

 

奈半利町長         印 

 

 

奈半利町結婚新生活支援事業補助金交付決定（却下）通知書 

 

 

年  月  日付で申請のあった奈半利町結婚新生活支援事業補助金について、奈

半利町結婚新生活支援事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき、次のとおり（決定・却下）

したので通知します。 

 

 

 

補助金交付額 金       円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第１０条関係） 

年  月  日 

 

奈半利町長 様 

 

 

申請者            印 

 

 

奈半利町結婚新生活支援事業補助金請求書 

 

 

年  月  日付   第   号で交付決定のあった奈半利町結婚新生活支援事

業補助金について、奈半利町結婚新生活支援事業補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、

次のとおり請求します。 

 

 

１ 請求額   金           円 

 

２ 振込先 

金融機関名 

銀  行  

信用金庫  

組  合  

本 店  

支 店  

出張所  

預金種別 １ 普通   ２ 当座   （該当する種別に○をする。） 

口座番号  

（フリガナ）  

口座名義人  

※ 申請者本人が口座名義人になっているものに限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第１２条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

 

            様 

 

 

奈半利町長          印 

 

 

奈半利町結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

 

年  月  日付   第   号で交付決定した奈半利町結婚新生活支援事業補

助金については、次の理由により交付決定の（全部・一部）を取り消したので、奈半利町結

婚新生活支援事業補助金交付要綱第１２条第２項の規定により通知します。 

 

 

交付予定額 円   

交付取消額 円  

取消しの内容 

□ 交付決定額の全部 

□ 交付決定額の一部 

一部取消額の内訳 

 円 

 円 

 円 

理   由 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１３条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

 

            様 

 

 

奈半利町長         印 

 

 

奈半利町結婚新生活支援事業補助金全部（一部）返還請求書 

 

 

年  月  日付   第   号で交付決定の全部又は一部取消しの通知を行っ

た奈半利町結婚新生活支援事業補助金について、奈半利町結婚新生活支援事業補助金交付要

綱第１３条の規定に基づき、次のとおり補助金の（全部・一部）返還を請求します。 

 

返還請求金額 円 

 

                        

 

交付額 円 

交付取消額 円 

補助金交付年月日 年  月  日 

返還の期限 年  月  日まで 

 

                           

                         

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（別表関係） 

年  月  日 

 

 

奈半利町長 様 

 

 

住宅手当支給証明書 

 

 

（給与等支払者）所 在 地 

名  称                ㊞ 

代表者名 

電話番号 

 

次の者の住宅手当支給状況を次のとおり証明します。 

 

１ 対象者 

住所 

氏名 

 

２ 住宅手当支給状況 

（１）支給している。 

年  月から   住宅手当月額 金       円 

※変更があった場合 

年  月から変更 住宅手当月額 金       円 

（２）支給していない。 

（３）住宅手当の制度がない。 

 

（注意事項） 

１ 住宅手当とは、住宅に関して事業主が従業員に支給する全ての手当等の月額です。 

２ 住宅手当支給状況については、（１）～（３）のいずれかに○印をつけてください。 

３ 住宅手当支給額がある場合は、手当月額を記入してください。 

４ 法人の場合は社印を、個人事業主の場合は認印を押印してください。 


